
   

 

「こども六法」という本
ほん

があります。 

この本
ほん

には、法律
ほうりつ

で決
き

まっている「やってはい

けないこと」がまとめられています。ルールで

す。誰
だれ

もが安心
あんしん

して生活
せいかつ

できるように、国
くに

が作
つく

っ

た約束
やくそく

です。 

この本
ほん

で紹介
しょうかい

されている法律
ほうりつ

をいくつか紹介
しょうかい

します。 

「警察
けいさつ

や先生
せんせい

の仕事
し ご と

を邪魔
じ ゃ ま

してはいけない」。国
くに

などの仕事
し ご と

をしている人
ひと

の仕事
し ご と

を邪魔
じ ゃ ま

するために暴力
ぼうりょく

をふるったり、お

どかしたりした人
ひと

は、３年
ねん

以下
い か

の懲役
ちょうえき

（自由
じ ゆ う

がなくなる）か、

５０万円
まんえん

以下
い か

の罰金
ばっきん

となります。 

「死
し

ね」と、言
い

ってはいけない。人
ひと

に死
し

ぬことをすすめた

り、手伝
て つ だ

ったりすると、６ヶ月
か げ つ

以上
いじょう

７年
ねん

以下
い か

の懲役
ちょうえき

。 

相手
あ い て

にケガ
け が

をさせなくても、乱暴
らんぼう

なことをしたら、２年以

下の懲役
ちょうえき

か３０万円以下
い か

の罰金
ばっきん

。 

当
あ

たり前
まえ

のことですが、誰
だれ

だっていやなことをされたくな

いですよね。そのいやなことをしないように、ちゃんと法律
ほうりつ

つくられ、私
わたし

たちを守
まも

ってくれているのです。  村越 新 

                    ろっぽう 


